
建設業法令の改正並びに
建設業許可・経営事項審査申請の留意点について

令和７年９月

栃木県県土整備部監理課

建設業担当
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１本日お話しすること

１ 建設業法の改正事項について

２ 建設業許可申請の留意点について

３ 経営事項審査申請の留意点について



２
１ 建設業法の改正事項について

令和６年12月13日改正

旧：専任技術者 → 新：営業所技術者等

営業所技術者等とは、営業所技術者（法第7条第2号）及び
特定営業所技術者（法第15条第2号）の総称。

なお、呼称の変更であり、法律上求められる要件に変更はあ
りません。



３
１ 建設業法の改正事項について



４
１ 建設業法の改正事項について



５
１ 建設業法の改正事項について

令和７年2月1日改正

特定建設業許可等の金額要件の見直し
（建設業法施行令第２条、第７条の４、第27条、第30条）

金額要件 改正前 改正後

特定建設業許可を要する
下請代金額の下限

4,500万円
（7,000万円）※１

5,000万円
（8,000万円）※１

施工体制台帳等の作成を
要する下請代金額の下限

4,500万円
（7,000万円）※２

5,000万円
（8,000万円）※２

専任の監理技術者等を要
する請負代金額の下限

4,000万円
（8,000万円）※2

4,500万円
（9,000万円）※２

特定専門工事の対象とな
る下請代金額の上限

4,000万円 4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合



６
１ 建設業法の改正事項について
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・総額 5,000 万円以上下請へ発注 

（建築工事は 8,000 万円以上） 

 

・総額 5,000 万円未満下請へ発注 

（建築工事は 8,000 万円未満） 
一
般
許
可 

・全額自社施工 

下   請   工   事 

参考：一般・特定業者による下請契約可能な範囲



７
２ 建設業許可申請の留意点について

常勤性の確認書類（P47）
健康保険被保険者証の写しは令和７年１２月１日まで有効

令和７年12月２日以降有効な常勤性確認書類
・直近の健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書
の写し

・厚生年金保険７０歳以上被用者算定基礎届の写し
・社会保険の新規適用届及び被保険者資格取得届の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
・直近の住民税特別徴収額の決定通知書の写し
・住民税の特別徴収切替申請（届出）書の写し

※個人事業主本人の場合は不要です。



８
３ 経営事項審査申請の留意点について



９
３ 経営事項審査申請の留意点について

建設機械の所有及びリース台数（P29）

・保有建設機械一覧表について、令和８年４月審査分からは
正本１部、副本１部を提出すること。
令和９年４月審査分からは前回の保有建設機械一覧表の副本
を提出することにより、前回受審時に「所有」と認められた
機械に関しては、所有が確認できる書類及びカタログ（入手
できない場合は写真）は省略可能。

・新規掲載の機械については、特定自主検査の標章の近影写真
は不要。
当該建設機械の形状、型式、性能が確認できるカタログ
（入手できない場合は写真）を添付すること。



10
３ 経営事項審査申請の留意点について

健康保険・厚生年金保険料の領収書（P24）
受領された保険料の月分が審査基準日を含むものを提出

ここが審査基準日を含む月のものを提出すること！
例：審査基準日が令和７年９月30日の場合
→ の箇所に「令和７年９月分保険料」と記載されているもの



ご清聴ありがとうございました
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